
令和3年度 男⼥共同参画センター等の管理者等との情報交換会

男⼥共同参画の視点からの防災の取組

令和４年2⽉
内閣府男⼥共同参画局総務課
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資料２



最近の国の動き
7⽉ 上旬 「7⽉豪⾬」時に内閣府調査チームの⼀員として初めて男⼥局職員を熊本に派遣

12⽉25⽇ 第５次男⼥共同参画基本計画の策定
（第８分野 防災・復興、環境問題における男⼥共同参画の推進）

5⽉17⽇ 「災害対応⼒を強化する⼥性の視点」実践的学習プログラム公表

5⽉25⽇ 中央防災会議

6⽉11⽇ 丸川男⼥共同参画担当⼤⾂と⼩此⽊防災担当⼤⾂の初の連名による
メッセージ 『⼥性の視点からの防災・減災の推進について』の公表

7⽉ 災害時における男⼥共同参画センター等の相互⽀援ネットワーク
（相互⽀援ネット）運⽤開始

7〜８⽉ 今出⽔期における特定災害対策本部に男⼥局⻑が本部員として出席

11⽉ 「ぼうさいこくたい」にて「集まれ︕防災⼥性職員とその応援団」を主催

令和３年

令和２年

• 委員（閣僚を除く）に占める⼥性の割合を11％から33％に拡⼤
• 防災基本計画の修正にて、①地⽅防災会議への⼥性の参画拡⼤、②災害時の性暴⼒・

ＤＶ防⽌に係る取組を追加
• 中央防災会議幹事会に男⼥共同参画局⻑、主事会に男⼥共同参画局総務課⻑を追加

（「防災⼥⼦の会」からの提⾔ ⼩此⽊防災担当⼤⾂（当時）に⼿交）
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都道府県・市町村の防災・危機管理担当部局、男⼥共同参画担当部局が、⼥性の視点からの災害対
応を進める際に参照できるよう、基本的な考え⽅、平常時の備え、初動段階、避難⽣活、復旧・復
興の各段階において取り組むべき事項を⽰すもの。

災害対応⼒を強化する⼥性の視点
〜男⼥共同参画の視点からの防災・復興ガイドライン〜 （令和２年５⽉）
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4
セッション2のスライドより抜粋

「災害対応⼒を強化する⼥性の視点」実践的学習プログラム
（令和3年5⽉）

ガイドラインの内容に基づき、⾃治体職員の皆様が、
災害の各段階において⼥性の視点から取り組むべき
ポイントや事例を学び、実践していただくことを⽬
的としています。

印刷・投影⽤スライド教材のほか、動画教材もあり、
研修や勉強会、防災・男⼥共同参画関連のイベント
等、様々な機会に活⽤できます︕

プログラム構成 タイトル

セッション１
（約30分）

座学
（動画あり）

防災になぜ男⼥共同参画の
視点が必要か

セッション２
（約50分）

座学
（動画あり）

災害対応⼒を強化する⼥性
の視点

セッション３
（約75分）

ワーク
ショップ

男⼥共同参画の視点から防
災の取組を実践する

＋⾃治体・男⼥共同参画センター・市⺠団体の取組事例集あり

ダウンロードはこちら↓
https://www.gender.go.jp/policy/saigai/index.html



事例︓こうち男⼥共同参画センター「ソーレ」
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事例︓川崎市男⼥共同参画センターすくらむ21
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男⼥共同参画センター間相互⽀援ネットワーク
（相互⽀援ネット）

『相互⽀援ネットワーク』とは、全国の男⼥共同参画センターと⾃治体の男⼥共同
参画担当課の共助の仕組みを強化し、平常時には災害対応に関する情報交換を⾏い、
⼤規模災害発⽣時には、被災状況や⼥性のニーズについて、被災地の男⼥センター
からの情報を本部事務局が集約・発信し、被災地の救援ニーズに応じて、被災地外
の男⼥センターが物資・⼈・情報等を調達・提供する体制のこと。

相互⽀援ネットについて詳しくはこちら︓ https://saigai-network.j-kaikan.jp/
全国⼥性会館協議会作成の説明会資料より引⽤
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熊本市男⼥共同参画センターはあもにい
全国の男⼥共同参画センターからの情報をもとに、
地震発⽣直後から避難所キャラバンを開始

＜平成２８年熊本地震＞
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事例︓

性暴⼒・DV防⽌の
啓発活動

更⾐室の「使⽤
中」の表⽰を依頼

チェックシートを使って
避難所でのヒアリング・確認

⽣理⽤品の配布⽅法
の提案

発災後すぐに全国⼥性会館協議
会の「相互⽀援システム」を利
⽤して、全国の男⼥センターと
つながった

コツ

[効果]
更⾐室や授乳スペースなどプライ
バシーに配慮した環境改善が進んだ。
⼥性⽤品の配布⽅法も⾒直された。

[避難所キャラバンの活動]
• 避難所チェックシートを使った

避難所環境の改善活動
• 性暴⼒・DV防⽌啓発活動

など

ガイド
P. 43
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事例︓熊本市男⼥共同参画センターはあもにい

１平常時における男⼥共同参画の視点に基づく防災対策
男⼥共同参画センターはあもにいは、地域団体等を対象とした防災出前講座を開催し、
男⼥共同参画の視点に基づく防災意識の向上を図るほか、主に⼥性や⼦ども、性的少
数者等に配慮した環境整備に努め、必要と考えられる避難⽤物資を会館内に備蓄して
おくよう努める。また、市が⾏う⼥性防災リーダーの育成に協⼒する。

２ 関係機関との連携
平常時より、男⼥共同参画センターはあもにいが中⼼となり、市内で活動する⼦育て
⽀援団体や⼥性団体、全国の男⼥共同参画センター等との連携体制を整え、正確な情
報の発信や有⽤な情報の共有、⼤規模災害時における各種団体の役割や機能の把握を
⾏うよう努める。

３ ⼤規模災害時の対策
⼤規模災害発⽣時においては、⽂化市⺠局対策部により、⺟⼦や単⾝⼥性、性的少数
者等の避難者の受け⼊れを専⾨に⾏う避難所として男⼥共同参画センターはあもにい
を開設するものとする。
男⼥共同参画センターはあもにいは、男⼥共同参画の視点に基づく避難所運営につい
て周知徹底させるため、避難所の巡回等を⾏う。

熊本市地域防災計画
令和２年度（2020 年度）版（p.220 抜粋)



今後の男女共同参画局による取組について

• ガイドラインに基づく地⽅公共団体の取組状況をフォロー
アップ調査の結果公表（３⽉予定）

• 地域の防災活動における⼥性リーダーに関する取組事例・
ノウハウ集公表（５⽉予定）

• 災害対応に関わる⼥性職員（地⽅公共団体の防災・危機管
理、男⼥共同参画、福祉担当等）のつながり強化
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外務省HP「ジャパンSDGsアワード」より引⽤（https://www.mofa.go.jp/mofaj/gaiko/oda/sdgs/award/index.html）

事例︓⼀般社団法⼈男⼥共同参画地域みらいねっと
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